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有識者会議設置の経緯等

⚫ がんセンター及び岡本台病院では、老朽化の進行に伴う病院機能への影響が顕在化しつつあり、

早期の再整備が必要な状況にある。

⚫ また、県立病院の再整備に当たっては、県全体や宇都宮医療圏における現状や課題、将来を見据

えた地域の医療需要等を踏まえるとともに、他の医療機関との役割分担や連携体制の強化により

効果的・効率的な地域の医療提供体制を構築していく観点での検討が必要な状況にある。

⚫ こうした本県の県立病院を取り巻く状況を踏まえ、県立病院において担うべき診療機能や役割等

について、医療関係者等から幅広く意見を聴取し検討を行うため、令和７年10月に、「県立病院

あり方検討有識者会議」が県により設置され、３回にわたり議論を重ねてきた。

⚫ 今般、これらの検討結果を踏まえ、県立病院の今後のあり方・目指すべき方向性について、取りま

とめることとしたものである。
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県立病院あり方検討有識者会議

（敬称略、五十音順）

№ 氏名 役 職 備考

１ 朝日 公彦 栃木県精神衛生協会 会長

２ 麻生 好正 獨協医科大学病院 病院長

３ 川合 謙介 自治医科大学附属病院 病院長

４ 小沼 一郎 栃木県医師会 会長 委員長

５ 佐田 尚宏 新小山市民病院 病院長

６ 篠﨑 浩治 済生会宇都宮病院 院長

７ 本多 正徳 栃木県病院協会 会長

８ 松本 国彦 宇都宮市医師会 会長

９ 山本 雅一 宇都宮記念病院 病院長

中村 好一 宇都宮市保健福祉部保健所 所長 オブザーバー
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開催年月日 会議 内容

Ｒ７.10.27 第１回有識者会議 ・県立病院の現状 ・県立病院の課題 ・県立病院に求められる役割・機能

Ｒ７.12.15 第２回有識者会議 ・第１回会議でいただいた御意見の整理 ・総合病院化に向けた検討
・今後のあり方・目指すべき方向性（案）の整理

Ｒ８.３.２ 第３回有識者会議 ・第２回会議でいただいた御意見の整理 ・国立病院機構栃木医療センターとの統合検討
・今後のあり方・目指すべき方向性のとりまとめ

【委員名簿】

【開催状況】



第１ 県立病院及び本県における医療の現状と課題
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がんセンター 岡本台病院 リハビリテーションセンター

外観

所在地 宇都宮市陽南４－９－１３ 宇都宮市下岡本町２１６２ 宇都宮市駒生町３３３７－１

R7許可（稼働）病床数 ２９１床（２２５床） ２２１床（１６５床） １５３床（１５３床）

職員数（R7.4時点） ４６６名（うち医師６２名） １７９名（うち医師１９名） ２９０名（うち医師１５名）

敷地面積 43,084㎡ 70,521㎡ 208,240㎡（持分約４４％）

設置目的（定款） がん医療政策として求められる高
度専門医療を提供

精神科医療政策として求められる専
門医療を提供

医療・福祉政策として求められる一貫
したリハビリテーションを提供

主な診療機能 都道府県がん診療連携拠点病院、
外来化学療法、がんゲノム医療、希
少がん、婦人科がん、緩和ケア

精神科救急医療、医療観察法医療、
依存症医療（アルコール・薬物・ギャ
ンブル）

回復期リハ、発達外来、小児整形外科、
障害福祉施設（医療型障害児入所、児
童発達支援センター、自立訓練）

築年数（R7.４時点） 本館39年、新館２４年、管理棟５４
年、研究棟４９年

入院病棟３５年、管理診療棟３４年、
作業治療棟５８年、給食棟４６年

病棟２４年

⚫ 本県の県立３病院は、がん、精神、リハビリの各分野で専門的な医療を提供している。

⑴ 県立病院の概要
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⚫ 本県で唯一の都道府県がん診療連携拠点病院の役割を担うとともに、がんゲノム医療や希少がん治療等の進展に
伴い、より高度で専門的な医療を提供している。

役割 栃木県のがん医療政策として求められる高度専門医療を提供する

機能 都道府県がん診療
連携拠点病院

・栃木県がん診療連携協議会の運営（県内がん診療の質の向上及びがん診療連携協力体制構築等に関し中心的な役割）
・令和元年12月に栃木県がん・生殖医療ネットワークを創設（県内におけるがん・生殖医療の推進について中心的な役割）

がんゲノム医療 ・平成30年４月にゲノムセンター開設
・同年１０月にがんゲノム医療連携病院に指定（県内では、がんセンター、済生会、自治、獨協の４病院）

希少がん ・令和２年４月に希少がんセンターを設置し、希少がん患者を受入れ（北関東エリアでは数少ない相談・診療拠点）
・本県で唯一の難治性希少がんである骨軟部腫瘍の入院治療を実施する医療機関

緩和ケア ・緩和ケア病棟（２４床） ※県内では他に、済生会、自治、那須日赤、足利日赤、TMCとちのきに緩和ケア病床あり
・平成２８年１月に院内の緩和ケアと地域の緩和ケアを提供するために緩和ケアセンターを開設

外科療法（手術） ・令和２年度からダビンチを導入し低侵襲な手術を提供（現在２台保有） ・肝胆膵領域の高難度手術を実施

放射線治療 ・２台のリニアックを設置（令和５年11月にElekta Harmonyで世界初となるオンラインARTを実施）

薬物療法 ・平成17年５月に外来化学療法センター開設（現在２５床）

婦人科がん ・平成２９年１１月に女性外来を開設、乳がん、子宮頸がんなど女性特有のがんを県内で多くカバー

がん予防・遺伝カ
ウンセリング

・若年発症、多重多発がん、特定のがんが家系内に多発するなどの特徴を示す場合の遺伝が関係する場合の診療と研究
・がん予防・遺伝カウンセリング外来を行い、遺伝カウンセリングと遺伝子検査の実施および遺伝専門医の研修

内用療法の提供 ・I ヨウ素-131、ルタテラなどの内用療法の提供

研究事業 ・令和３年に栃木キャンサーバイオバンクを開設
・令和６年１月に分子病理分野を創設、橋渡し研究の推進

⑵ 県立病院が担っている役割・機能
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がんセンター



出典：｢院内がん登録全国集計結果閲覧システム｣国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス

【５大がんの外科手術件数比較（令和５年度実績）】 【５大がんの薬物療法件数比較（令和５年度実績）】
症例別 順位 病院名

総数：件
外科手術〔うち鏡視下〕

割合

胃がん

１ 自治医科大学附属病院 ９５〔６１〕 １６．１％

２ 獨協医科大学病院 ８３〔７６〕 １４．０％

４ 栃木県立がんセンター ５５〔５１〕 ９．３％

総計 ５９１〔３７７〕

大腸がん

１ 自治医科大学附属病院 １８２〔１４４〕 １５．９％

２ 獨協医科大学病院 １５８〔１４３〕 １３．８％

６ 栃木県立がんセンター １１４〔９８〕 １０．０％

総計 1,445〔1,079〕

肝細胞がん

１ 獨協医科大学病院 ２０〔４～６〕 ２３．３％

２ 自治医科大学附属病院 １４〔１２〕 １６．３％

３ 栃木県立がんセンター １３〔４～６〕 １５．１％

総計 ８６〔３６〕

肺がん

１ 自治医科大学附属病院 ２２１〔２００〕 ３２．１％

２ 獨協医科大学病院 １４１〔１２５〕 ２０．５％

３ 栃木県立がんセンター ９４〔８２〕 １３．７％

総計 ６８８〔６２２〕

乳がん

１ 栃木県立がんセンター ２６０〔０〕 ２３.０％

２ 自治医科大学附属病院 １８４〔０〕 １６．３％

３ 済生会宇都宮病院 １２７〔０〕 １１．２％

総計 1,132〔０〕

※「外科手術〔うち鏡視下〕」の件数

症例別 順位 病院名 総数：件 割合

胃がん

１ 自治医科大学附属病院 ５４ １６．２％

２ 獨協医科大学病院 ４８ １４．４％

３ 栃木県立がんセンター ４３ １２．９％

総計 ３３４

大腸がん

１ 自治医科大学附属病院 ８６ １３．５％

２ 獨協医科大学病院 ７７ １２．１％

５ 栃木県立がんセンター ５１ ８．０％

総計 ６３８

肝細胞がん

１ 獨協医科大学病院 ３６ ２９．３％

２ 自治医科大学附属病院 ２６ ２１．１％

８ 栃木県立がんセンター ４ ３．３％

総計 １２３

肺がん

１ 自治医科大学附属病院 １７８ ２５．８％

２ 獨協医科大学病院 １７６ ２５．５％

４ 栃木県立がんセンター ７６ １１．０％

総計 ６９１

乳がん

１ 栃木県立がんセンター ２９５ ２４．４％

２ 自治医科大学附属病院 １７１ １４．２％

３ 足利赤十字病院 １５８ １３．１％

総計 1,208

※「薬物療法のみ」「放射線＋薬物」「薬物＋その他」「手術/内視鏡+薬物」
「手術/内視鏡+放射線+薬物」の件数を加算
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⑵ 県立病院が担っている役割・機能

⚫ 外科手術については、特に、肝細胞がん、肺がん、乳がんにおいて多くの治療を実施している。

⚫ 薬物療法については、特に、胃がん、乳がんにおいて多くの治療を実施している。



出典：｢院内がん登録全国集計結果閲覧システム｣国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス

【５大がん以外の外科手術件数比較（令和５年度実績）】

【５大がん以外の薬物療法件数比較（令和５年度実績）】

症例別 順位 病院名
総数：件

外科手術〔うち鏡視下〕
割合

食道がん

１ 獨協医科大学病院 ３０〔２９〕 ３１．３％

２ 自治医科大学附属病院 ２５〔２１〕 ２６．０％

３ 栃木県立がんセンター １８〔１８〕 １８．８％

総計 ９６〔９１〕

前立腺がん

１ 獨協医科大学病院 １２５〔１２５〕 ２２．２％

２ 自治医科大学附属病院 ９２〔９２〕 １６．４％

２ 栃木県立がんセンター ９２〔９１〕 １６．４％

総計 ５６２〔５２５〕

子宮頚がん

１ 栃木県立がんセンター ９３〔２５〕 ２４．１％

２ 自治医科大学附属病院 ５５〔１１〕 １４．２％

３ 済生会宇都宮病院 ４９〔１～３〕 １２．７％

総計 ３８６〔６１〕

子宮体がん

１ 自治医科大学附属病院 １０５〔５８〕 ３７．６％

２ 獨協医科大学病院 ４３〔４～６〕 １５．４％

３ 栃木県立がんセンター ４１〔１９〕 １４．７％

総計 ２７９〔１０３〕

症例別 順位 病院名 総数：件 割合

食道がん

１ 自治医科大学附属病院 ４９ ２８．８％

２ 獨協医科大学病院 ４８ ２８．２％

３ 栃木県立がんセンター ２５ １４．７％

総計 １７０

膵臓がん

１ 獨協医科大学病院 ７２ ２０．２％

２ 自治医科大学附属病院 ６３ １７．７％

３ 栃木県立がんセンター ６０ １６．９％

総計 ３５６

子宮頚がん

１ 自治医科大学附属病院 ３５ ３２．４％

２ 獨協医科大学病院 ２０ １８．５％

３ 栃木県立がんセンター １９ １７．６％

総計 １０８

子宮体がん

１ 自治医科大学附属病院 ４９ ３３．３％

２ 獨協医科大学病院 ２８ １９．０％

３ 栃木県立がんセンター １９ １２．９％

総計 １４７

腎盂尿管
がん

１ 自治医科大学附属病院 １５ ２８．３％

２ 獨協医科大学病院 １３ ２４．５％

３ 栃木県立がんセンター １０ １８．９％

総計 ５３

卵巣がん

１ 自治医科大学附属病院 ４８ ３２．７％

２ 栃木県立がんセンター ２６ １７．７％

３ 済生会宇都宮病院 ２３ １５．６％

総計 １４７

※「薬物療法のみ」「放射線＋薬物」「薬物＋その他」「手術/内視鏡+薬物」
「手術/内視鏡+放射線+薬物」の件数を加算、順位が３位以内のものを記載

※「外科手術〔うち鏡視下〕」の件数
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⑵ 県立病院が担っている役割・機能

⚫ 特に、食道がん、子宮頚がん、子宮体がんにおいて
は、外科手術及び薬物療法のいずれも多くの治療を
実施している。



役割 栃木県の精神医療政策として求められる専門医療を提供する

機能 精神科救急医療 ・夜間・休日日中における本県の精神科三次救急の全て、精神科一次・二次救急の約８割を担う

医療観察法医療 ・平成25年４月に本県で唯一の医療観察法の指定入院医療機関に指定、同年６月に病棟開棟（１８床）

依存症医療 ・本県で唯一の依存症治療拠点機関に選定（令和６年３月にアルコール・薬物、令和７年２月にギャンブル）

クロザピン治療 ・難治性の統合失調症患者に対して、クロザピンによる薬物療法を実施（県内での登録医療機関は岡本台病院含め13）

修正型電気けいれ
ん療法（m‐ECT）

・統合失調症、うつ病、躁うつ病などに効果がある修正型電気けいれん療法（m‐ECT）を実施

災害対応 ・DPATが常時３チーム編成できる体制を確保

研修体制 ・精神科専門医研修プログラム連携施設として、６つの基幹施設（※）から専攻医を受入れ（予定含む）
※獨協医科大学病院、自治医科大学附属病院、東京大学医学部附属病院、東京科学大学病院、杏林大学医学部付属病院、東京都立松沢病院

・令和３年４月から精神科専門医研修プログラム基幹施設として専門医の養成を開始

⚫ 精神科救急医療、医療観察法医療、アルコール・薬物、ギャンブル依存症医療など、精神疾患に係る高度で専門的
な医療を担う地域精神科医療の基幹病院として、県民の精神科医療・福祉の向上に寄与している。

＊【設置根拠】 精神保健福祉法 第19条の７「都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。」
（都道府県等が設立した地方独立行政法人の場合も可）

⑵ 県立病院が担っている役割・機能
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岡本台病院



【夜間・休日日中における精神科救急医療の振り分け状況】 （単位：件）

一次・二次救急 三次救急

岡本台病院 輪番病院 計
岡本台病院
割合

岡本台病院 計
岡本台病院
割合

Ｒ１ 91 16 107 85% 110 110 100%

Ｒ２ １０１ 13 114 89% ９０ ９０ 100%

Ｒ３ 74 15 89 83% 86 86 100%

Ｒ４ 128 22 150 85% 96 96 100%

Ｒ５ 143 44 187 ７６% １０５ １０５ 100%

Ｒ６ １７９ 59 ２３８ 75% ９９ ９９ 100%

出典：栃木県精神保健福祉センター「所報（R６年度事業実績報告）」
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⑵ 県立病院が担っている役割・機能

⚫ 精神科救急患者については、岡本台病院が大多数の患者を受入れており、特に三次救急は全ての患者を
受入れている。

一次救急：外来診療のみで入院を要しない者に対応する精神科救急（外来診察）
精神症状により自身を傷つけたり、他者に危害を及ぼすおそれはないが、入院が必要と判断される場合に対応する精神科救急(患者の同意による任
意入院)

二次救急：精神症状により自身を傷つけたり、他者に危害を及ぼすおそれはないが、入院が必要と判断される場合に対応する精神科救急（家族等の同意による医
療保護入院）

三次救急：精神保健福祉法の規定に基づき、精神症状により自身を傷つけたり、他者に危害を及ぼすおそれがある場合に対応する精神科救急（緊急措置入院）
急速を要し、保護者の同意を得ることができない場合の応急入院指定病院管理者の医学的判断による精神科救急（応急入院）



【医療観察法医療】

医療観察法病棟

医療観察法の
正式名称

心神喪失等で重大な他害行為を行った者の医療及び観察
等に関する法律

医療観察法病棟

心神喪失・又は心神耗弱の状態で、重大な他害行為（殺人、
放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、傷害）を行っ
た者を対象として、社会復帰を継続的に支援・促進するた
め、入院医療の提供を行う専門病棟

指定入院医療機関の
整備状況

（R7.4.1現在）

国関係  ： １６施設 ５０４床
都道府県関係 ： １９施設 ３５２床（岡本台病院 １８床）
計  ： ３５施設 ８５６床

出典：厚生労働省ホームページ
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⑵ 県立病院が担っている役割・機能

⚫ 本県で唯一の医療観察法の指定入院医療機関としての役割を担っている。



区分 アルコール健康障害 薬物依存症 ギャンブル依存症

専門医療機関 岡本台病院 岡本台病院 岡本台病院

鹿沼病院 鹿沼病院

大平下病院

治療拠点機関 岡本台病院 岡本台病院 岡本台病院

【県内における依存症専門医療機関・治療拠点機関の選定状況】

【岡本台病院における依存症別患者数】 （単位：人）

区分 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

アルコール依存症 入院 実 59 50 41 79 83

外来 延 3,883 4,938 4,328 4,471 4,696

薬物依存症 入院 実 18 19 19 21 27

外来 延 398 542 471 381 356

ギャンブル依存症 入院 実 ‐ ‐ 1 2 2

外来 延 33 86 129 143 298
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⑵ 県立病院が担っている役割・機能

⚫ 本県で唯一の依存症治療拠点機関としての役割を担っている。



役割 栃木県の医療・福祉政策として求められる一貫したリハビリテーションを提供する

機能 病院
部門

回復期リハビリ ・脳血管疾患等、急性期病院からの転院患者に対する在宅復帰を目指した集中的なリハビリの実施

肢体不自由児
（者）への医療・
支援

・肢体不自由児に対する整形外科手術の実施及びリハビリテーションの提供
（実施する医療機関が少数である小児の慢性運動器疾患に対する手術を、自治と連携して行っている）
・肢体不自由児（者）に対する補装具外来の提供
・障害者総合相談所への補装具に係る判定支援等

発達外来 ・幼児期及び学齢期の神経発達症（発達障害）に対する診断並びに多職種による専門的・総合的な支援

高次脳機能障害・
失語症等の患者
へのリハビリ等

・高次脳機能障害支援拠点機関として、民間では対応困難な高次脳機能障害者・失語症患者等への入院・外来リハ
ビリ等の提供

施設
部門

医療型障害児
入所施設

・肢体不自由児を対象とした本県で唯一の入所療育施設
・家庭での養育が困難な重症心身障害児・医療的ケア児を受入れ（措置・契約）
※児童相談所と密接な関わり

児童発達支援
センター

・「親子通園」を通じてこどもと保護者双方に療育支援を行う本県で唯一の通園施設
・地域の中核機関として児童発達支援事業所や保育所等を支援
※発達外来と密接な関わり

自立訓練施設 ・身体障害者及び高次脳機能障害者を対象とした本県で唯一の自立訓練施設
※回復期リハビリ病院と密接な関わり

⚫ 心身に障害のある乳幼児から高齢者までの、あらゆる年齢層の県民に対しライフステージに応じた専門的なリハ
ビリテーションを総合的に提供している。

⑵ 県立病院が担っている役割・機能
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リハビリテーションセンター



医療圏 回復期リハ入院料を
算定している病院

回復期病床数(床)
（うち回復期リハ）

入院料 患者数（人） ※在棟患者延べ数（新規入棟患者数） 入院料算定件数（件）

R３ R４ R５ R３ R４ R５

宇都宮 栃木県立リハビリテーションセンター １２０（80） 入院料１ 19,528（２４５） 21,942（３０４） 24,405（３０４） ８５７ ９６９ 1,000

JCHOうつのみや病院 ４６（４６） 入院料１ ‐ 13,567（２８２） 13,201（２６３） ‐ ６７８ ６６１

藤井脳神経外科 57（５７） 入院料１ 15,763（２００） ５００（１８１） 14,193（１９３） ６９９ ６７１ 646

新宇都宮リハビリテーション病院 240（２４０） 入院料１,2,5 ‐ 44,359（６６７） 85,408（1,157） ‐ 2,787 3,787

宇都宮リハビリテーション病院 ９６（55） 入院料１ 33,960（４５９） 32,352（４２８） 34,150（４５９） 1,517 1,444 1,523

県西 日光野口病院 28（２８） 入院料３,5 8,661（１２５） 8,479（１２４） 8,299（１３３） 407 387 396

県東 芳賀赤十字病院 ４０（４０） 入院料３ - 10,669（339） 12,373（267） - 495 649

県南 とちぎメディカルセンターとちのき ３６（36） 入院料３ 10,507（１８９） 11,357（２０６） 11,616（２２３） ５００ ５４８ 563

新上三川病院 171（１７１） 入院料１ 55,114（1,004） 59,863（1,179） 62,006（1,135） 2,777 3,002 3,044

医療法人社団友志会 石橋総合病院 42（４２） 入院料１ 15,513（265） 14,522（２２３） 15,202（２６０） ７２７ ６７２ 765

リハビリテーション翼の舎病院 １００（44） 入院料１,6 33,256（４７７） 35,605（４６３） 36,111（４５３） 1,355 1,54６ 1,605

リハビリテーション花の舎病院 １１４（114） 入院料１,3 43,486（４８４） 36,868（４５０） 40,427（４９１） 1,73４ 1,337 1,745

県北 栃木県医師会塩原温泉病院 149（１４９） 入院料２ 52,903（５５８） 52,392（５８１） 51,914（６０２） 2,072 2,115 2,129

那須北病院（旧那須脳神経病院） 50（５０） 入院料２ 16,671（１６１） 16,679（１８９） 16,012（219） ６９８ 724 306

国際医療福祉大学塩谷病院 46（４６） 入院料１ 11,812（１９４） 10,216（１５２） 11,161（２１０） ５６１ 484 ５４１

両毛 足利赤十字病院 50（50） 入院料１ 18,190（253） 17,949（258） 17,949（258） 769 755 755

総計 335,364（4,614） 387,319（6,026） 454,427（6,627） 14,673 18,614 20,115
出典：栃木県「病床機能報告」

【県内の回復期リハ入院料を算定している回復期病棟における患者数及び入院料算定件数】

⑵ 県立病院が担っている役割・機能

・リハビリテーションセンターは、県内における回復期リハビリテーション医療の提供において、質・量ともに一定の役割を担っている。
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【リハビリテーションセンターにおける病種別外来受診者数（小児科）】

（単位：人）

病名 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

広汎性発達障害
（自閉症含む）

2,362 2,919 3,639 4,090 4,413

注意欠陥多動性障害 2,308 2,304 2,233 2,482 2,866

運動発達遅滞 １０１ １４９ ２９８ ２３４ ２５４

言語発達遅滞 ５１８ ４８７ ６００ ７４５ ８８１

知的障害 ９９ ９２ １５２ ２１８ 232

染色体異常 １３８ １４０ １４４ １４９ ２０５

脳性麻痺 １２４ １４７ １４１ ２６１ ２４７

てんかん ９８ １００ ６９ ６３ ４３

筋疾患 ４ １ ８ １２ ３２

先天性奇形症候群 ７ ８ １ ０ ５

その他 ４６４ ４９６ ４８８ ６３０ ９０７

計 6,223 6,843 7,773 8,884 10,085

【リハビリテーションセンターにおける病種別外来受診者数（整形外科）】

（単位：人）

病名 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

脳性麻痺 ４７５ ５２４ ４７９ ４６４ ４９０

二分脊椎 ７ ９ ４ ４ ５

先天性内反足 １０ ３ ６ １ ０

骨形成不全症 ０ ０ ０ ０ ４

ペルテス病 ０ １ １ ３ ９

軟骨無形成症 １ １ ０ １ ０

先天性股関節脱臼 ３ ４ ５ ２ ３

計 ４９６ ５４２ ４９５ ４７５ ５１１

※小児整形に係る病名のみ抜粋して記載
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⑵ 県立病院が担っている役割・機能

⚫ 神経発達症（発達障害）をはじめとする小児外来患者は、ここ数年、増加傾向にある。

⚫ 小児整形については、自治医科大学附属病院と連携し、専門的診療機能の補完的役割を担っている。



※令和７年４月１日現在

施設名 障害福祉サービス名 サービス等の内容

（参考）本県における
同サービスの提供体制

県全体 うちリハC

事業所数 定員 定員

こども発達支援
センター

児童発達支援センター
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生
活への適応訓練及び地域支援などを行う

10 250人 30人

保育所等訪問支援
保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害
児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援など
を行う

４７ － －

こども療育支援
センター

医療型障害児入所施設
施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保
護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う

５ ４３４人 30人

医療型短期入所
自宅で介護する人が病気や休息の場合などに、短期間、夜間も含
め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

７ １７人 ４人

障害者自立訓練
センター
（駒生園）

自立訓練（機能訓練）
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機
能の維持、向上のために必要な訓練を行う

１ 2０人 20人

自立訓練（生活訓練）
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能
力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う

１８ １９２人 10人

施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を
行う

５１ ２,５５４人 20人

短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などに、障害児を短期間入所させ、
夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

186 779人 ４人
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⑵ 県立病院が担っている役割・機能

⚫ ３つの施設において、計８つの障害福祉サービスを実施。本県で唯一のサービスを数多く行っている。



⚫ 病院の建物の法定耐用年数は３９年であるが、がんセンターや岡本
台病院では主な病棟で３５年以上、古い建物では５０年以上が経過
し老朽化が進行している。

⚫ 修繕等により適宜対応しているが、診療等への影響も生じており、
早急に建替等の抜本的な対応が必要な状況にある。

【がんセンター及び岡本台病院における老朽化の状況の一例】

病院 がんセンター 岡本台病院

老朽化等
による不
具合

排水管の詰まり 手術室前廊
下での蒸気
漏れ

病棟エレベー
ター（外付）
の故障

壁のない渡り廊下

診療等へ
の影響

排水管の不具合
により、広範囲で
給排水機能が停
止し、使用できる
病床に制限

修繕までの
間、手術室
への入室経
路の変更が
発生

修繕までの
間、車椅子患
者の２階での
作業療法訓
練に制限

患者が病棟間を移動
する際のストレッ
チャーや給食配膳車
が、風雨や冬の寒い
中を移動

状況写真

排水管内に
錆が固着

水受けの設置
で応急対応

大雨の被水
により故障

雨天時には水溜まりも
発生
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⚫ 高齢の患者の増加等に伴い、併存症を抱える患者が増加して
いるが、専門病院であるため対応が難しい状況にある。

⚫ 後期高齢者（７５歳以上）の増加に伴い、併存症や精神身体合
併症、高齢者救急への対応等の需要が今後更に増加する見込
み。

⑶ 県立病院及び本県における医療の現状と課題

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（２０２０年） 等から作成

県立病院施設の老朽化 高齢化に伴う併存症患者の増加
＊1

＊1 税法上の耐用年数

(千人)
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⚫ 本県における「入電から収容まで」の平均時間は全国より長い （令
和６年 本県：４６．４分、全国平均：４４．６分）状況にある。

⚫ 本県における「入電から現場到着まで」の所要時間は全国平均より
短い（令和６年 本県：９．２分、全国平均：９．８分）ことから、「現場到
着から収容まで」の時間が長く、搬送先医療機関の選定等に時間を
要している状況がうかがえる。
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48.3

47.1

40.5

48.2

46.4

36.4

42.9

41.8

39.4

47.2

44.6

35

37

39

41

43

45

47

49

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

茨城県 栃木県 群馬県 全国平均
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⚫ 宇都宮市消防局管内では、令和６年度の年末年始は令和５年度に
比べ約２倍の救急搬送困難事案（※）が発生。 （１週間当たり 令
和６年度：５１件、令和５年度：２７件）
※「医療機関への受入照会４回以上」かつ「現場滞在時間３０分以上」の事案

⚫ 宇都宮医療圏では特定の病院へ救急搬送が集中しており、いずれ
の医療機関も受入れの限界に達している。（済生会宇都宮病院、
NHO栃木医療センター、宇都宮記念病院、JCHOうつのみや病院、
NHO宇都宮病院の５病院で救急搬送の約８８％に対応。）
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救急医療の逼迫

⑶ 県立病院及び本県における医療の現状と課題



⚫ 令和４年の感染症法改正により、公立病院には感染症発生・まん延時
に担うべき医療の提供が義務付けられ、令和６年３月に感染症法に基
づく医療措置協定を県と締結したが、専門病院であるため、平時から
感染症に対応できる医師や設備を確保することは難しい状況にある。

⚫ コロナ禍において、県立病院においても新型コロナウイルス感染症の
患者受入れを行ったが、元来、感染症を想定した外来・病棟の造りに
なっていないことから、急遽、簡易陰圧装置や個室トイレがない部屋
への災害用トイレの設置を行う等して対応したものの、多くの課題に
直面した。

⚫ 新型コロナウイルス感染症の対応において、他県では都道府県立病
院が主導して受入れや入院のトリアージ等を行っていた状況があっ
たが、本県ではできずに病床や患者の受入れ先の確保に苦慮した経
験がある。

21

【新型コロナウイルス感染症患者対応における課題】

・陽性、陽性疑い患者、他の入院患者、職員それぞれの安全面、プライバシーに配慮
した動線確保に苦慮
・簡易的な陰圧装置であるため、外界の天候や風量によっては陰圧を維持できない
・病室内で災害用トイレを使用することによる患者の羞恥心、負担感
・入浴やシャワー浴ができないため、清拭での清潔を実施
・蛇口からお湯が出ないことから、洗髪や洗顔の際にはその都度看護師が沸かしたお
湯を提供しながら病室内の洗面台で整容
・人工呼吸器が使用できる部屋の不足

⚫ がんセンターはがん専門病院であるため、様々な症例の経験が必要
な研修医や専攻医などの若手医師（特に、特定の臓器・疾患に限定せ
ず多角的に対応できる総合的な診療能力を有する医師）の確保・育成
が困難な状況がある。

⚫ 中堅期の医師が少なく、将来、病院の中核となる中堅医師の確保・育
成が課題となっている。

経営環境の変化

☞ 次ページ以降を参照

新興感染症の対応 医師確保

⑶ 県立病院及び本県における医療の現状と課題



病院名 指標 ＼ 年度 単
位

H１６(2004)
Ⓐ

H30(2018)
Ⓑ

R2(2020) R4(2022) R6(2024)
Ⓒ

Ｒ６Ⓒ／Ｈ１６Ⓐ

＊20年前との比較

Ｒ６Ⓒ／Ｈ３０Ⓑ

＊コロナ禍前との比較

がんセンター 延入院患者数 人 109,870 60,500 59,419 51,387 54,307 ４９．４％ ８９．８％

病床数：許可（稼働） 床 ３５７ ２９１（２２５） ２９１（２２５） ２９１（２１０） ２９１（225） ８１．５％（６３．０％） １００％（１００％）

病床利用率：許可（稼働） ％ ８４．３ ５７．０（７３．７） ５５．９（７２．３） ４８．４（６７．０） ５１．１（６６．１） ６２．９％（８１．４％） ８９．７％（８９．７％）

平均在院日数 日 ２５．４ １３．０ １０．５ １０．０ 8.9 ３５．０％ ６８．５％

延外来患者数 人 91,312 118,756 113,607 125,351 118,789 １３０．１％ １００.0％

岡本台病院 延入院患者数 人 72,224 60,650 47,098 38,285 44,537 ６１．７％ 73.4%

病床数：許可（稼働） 床 ２５５ ２２１ ２２１ ２２１（１６５） ２２１（165） ８６．７％（６４．７％） 100%(74.7%)

病床利用率：許可（稼働） ％ ７７．６ ７５．２ ５８．４ ４７．５（６３．６） ５５．２（７４．０） ７１．７％（９６．１％） 73.4%(98.4%)

平均在院日数 日 １２２．５ １１４．３ ９７．９ ７８．６ 67.0 ５４．７％ 58.6%

延外来患者数 人 28,834 33,791 30,661 31,660 35,644 １２３．６％ 105.5%

リハセンター 延入院患者数 人 25,085 35,279 33,995 32,675 38,983 １５５．４％ 110.5%

許可病床数 床 ８０ １２０ １２０ １２０ １２０ １５０．０％ 100.0%

病床利用率 ％ ８５．９ ８０．６ ７７．６ ７４．６ ８９．０ １０５．２％ 110.4%

平均在院日数 日 ６５．４ ５７．６ ６０．９ ６３．２ 74.3 １１３．６％ 129.0%

延外来患者数 人 23,066 21,525 18,547 21,298 27,714 １２０．２％ 128.8%

※リハセンターの数値は、施設部門を除いたもの 22

⚫ 入院患者数については、20年前と比較すると、がんセンターは約５割減、岡本台病院は約４割減であり、また、岡本
台病院は独法化（R4）以降増加しているものの、両病院ともにコロナ禍前（R30）の水準には回復していない。

経営環境の変化



病院名 指標 ＼ 年度 単位 H１６(2004)
Ⓐ

H30(2018)
Ⓑ

R2(2020) R4(2022) R6(2024)
Ⓒ

Ｒ６Ⓒ／Ｈ１６Ⓐ

＊20年前との比較

Ｒ６Ⓒ／Ｈ３０Ⓑ

＊コロナ禍前
との比較

がんセンター 収益計 百万円 7,766 9,646 9,900 10,622 10,428 134.3% 108.1%

うち一般会計負担金 百万円 1,570 1,572 1,208 １,３４５ １,３５０ 86.0% 85.9%

費用計 百万円 8,513 9,836 9,787 10,441 11,367 133.5% 115.6%

純損益 百万円 ▲747 ▲1９0 113 １８１ ▲９４０ ▲125.8% ▲494.7%

修正営業収支比率 ％ － 81.5 79.0 ７５．８ ７４．２ － 91.0%

岡本台病院 収益計 百万円 2,030 2,718 2,641 3,0５８ 2,744 135.2% 101.0%

うち一般会計負担金 百万円 632 754 894 １,０１５ ９０１ 142.6% 119.5%

費用計 百万円 1,972 2,646 2,807 2,547 2,513 127.4% 95.0%

純損益 百万円 ▲77 72 ▲166 ５１１ ２３１ （黒字へ転換） 320.8%

修正営業収支比率 ％ － － 59.2 ６２．８ ６５．７ － －

リハセンター 収益計 百万円 1,488 3,301 3,449 3,32８ 3,552 238.7% 107.6%

うち一般会計負担金（医業） 百万円 694 763 724 ６８０ ６３３ 91.2% 83.0%

うち一般会計交付金（施設） 百万円 － 527 498 ４９８ ４７６ － 90.3%

費用計 百万円 1,896 3,299 3,288 3,337 3,491 184.1% 105.8%

純損益 百万円 ▲409 2 162 ▲１０ ６１ （黒字へ転換） 3050.0%

修正営業収支比率 ％ － 61.2 58.4 ５６．１ ６３．３ － 103.4%

修正営業収支比率（％）…病院の本業である医業活動から生じる医業費用に対する修正医業収益の割合を示す指標。医業費用が、医業収益から他会計負担金、運営費負担金等を除いたもの（修
 正医業収益）によってどの程度賄われているかを示すもの。｛（入院収益＋外来収益＋その他医業収益）÷営業費用｝×１００。
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⚫ 各病院とも、収益は増加傾向にあるが、がんセンターについては、大幅な費用の増加により、令和６年度は平成28
年度の独法化以降、最大の９億４千万円の赤字の計上に至った。

経営環境の変化



経営環境の変化

病院名 費用 ＼ 年度 H26(2014)
Ⓐ

H30(2018)
Ⓑ

R４(2022) R6(2024) 
©

R6©/H26Ⓐ

＊10年前との比較

R6©/H30Ⓑ

＊コロナ禍前との比較

がんセンター 職員給与費 3,830,742 3,837,502 4,185,627 4,178,891 109.1% １０８．９％

材料費 2,240,674 2,592,212 3,045,915 3,463,995 154.6% １３３．６％

うち薬品費 1,409,220 1,878,372 2,196,491 2,498,178 177.3% １３３．０％

委託費 895,245 940,082 980,782 1,076,776 120.3% １１４．５％

光熱水費 164,933 135,282 228,617 187,746 113.8% １４８．８％

岡本台病院 職員給与費 1,666,216 1,642,212 1,610,803 1,684,995 101.1% １０２．６％

材料費 342,985 293,318 252,902 133,244 38.8% ４５．４％

うち薬品費 319,342 269,676 228,469 111,883 35.0% ４１．５％

委託費 171,776 191,785 188,682 201,134 117.1% １０４．９％

光熱水費 74,755 66,209 91,572 75,532 101.0% １１４．１％

リハセンター

※H30から
病床数増加

80床⇒120床

職員給与費 988,889 1,829,958 1,992,795 2,287,901 231.4% １２５．０％

材料費 117,986 143,794 136,250 153,808 130.4% １０７．０％

うち薬品費 94,996 115,242 101,685 120,974 127.3% １０５．０％

委託費 216,681 457,604 390,158 405,786 187.3% ８８．７％

光熱水費 73,073 90,642 141,502 135,738 185.8% １５０．０％

【病床規模に応じた修正医業（営業）収支比率（全国）】

病床数 ～100未満 ～200未満 ～300未満 ～400未満 ～500未満 500以上

修正医業（営業）収支比率 66.1% 74.4% 75.6% 82.4% 85.6% 89.0%

出典：総務省「令和５年度公立病院の経営状況」 24

⚫ 近年の物価高騰等の影響で、職員給与費、材料費（薬品費）、委託費、光熱水費等が増加。
⚫ 一般的に病床数が少ない病院の方が収益性が低い傾向にある。



⚫ 災害時における救急受入機能や被災地への医療救護チームの派遣
機能を有する「災害拠点病院」が県内に１３か所指定されているが、
本県の県立病院ではその役割を担っていない。

⚫ 気候変動の影響等を受け、近年では台風、豪雨等、自然災害が激甚
化・頻発化しており、災害が比較的少ないと言われている本県にお
いても、大規模災害時における迅速かつ的確な医療提供体制の確
保が必要である。

⚫ 災害拠点病院と類似の機能を有し、県において災害時における精
神科医療を提供する上での中心的な役割を担う「災害拠点精神科
病院」について、本県では未設置である。

25

⑶ 県立病院及び本県における医療の現状と課題

役割・機能
設置
県数

本県
有無

有無の対象

過疎 へき地 28 × へき地医療拠点病院

不
採
算
・特
殊
部
門

救急 41 × 救急病院告示

小児 41 ○
「小児科」標榜診療科
・本県ではリハセンターが該当

周産期 40 × 「産婦人科」標榜診療科

災害 37 × 災害拠点病院

感染症 33 × 感染症指定医療機関

精神 45 ○
精神科病床
・本県では岡本台病院が該当

高度・
先進医療

がんセンター 21 ○ ・本県ではがんセンターが該当

循環器病
センター

15 ×

派遣 研修 44 ○
臨床研修病院（協力型含む）
・本県では岡本台病院が該当

全国の都道府県立病院の実施状況等(全209病院)

出典：総務省「Ｒ６地方公営企業決算状況調査」

（参考）他県における５疾病６事業等の対応状況

名称 区分 期間 「地域独自の名称等」、主な被害等

平成２７年口永良部島噴火 火山 H27.5.29 火砕流が海岸まで到達。６か月余りの全島避難

平成２７年９月関東・東北豪雨 気象 H27.9.9～ 「鬼怒川災害」 ＊鬼怒川・渋井川の氾濫等

平成２８年熊本地震 地震 H28.4.14 益城町、西原村で震度７

平成２９年７月九州北部豪雨 気象 H29.7.5～ 朝倉市・東峰村・日田市の洪水害・土砂災害等

平成３０年７月豪雨 気象 H30.6.28～ 「西日本豪雨」 ＊広島県・愛媛県の土砂災害等

平成３０年北海道胆振東部地震 地震 H30.9.6 厚真町で震度７

令和元年房総半島台風 気象 R1.9 房総半島を中心とした各地で暴風等による被害

令和元年東日本台風 気象 R1.10 東日本の広い範囲における記録的な大雨により大河
川を含む多数の河川氾濫等による被害

令和２年７月豪雨 気象 R2.7.3～ 「熊本豪雨」 ＊球磨川などの河川氾濫等

令和６年能登半島地震 地震 R6.1.1 志賀町、輪島市で震度７

出典：気象庁「気象庁が名称を定めた気象・地震・火山現象一覧」

過去１０年における災害等の状況

災害の激甚化・頻発化



⚫ 医療資源が限られる中で、少子高齢化に伴う医療ニーズに対応した
持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、統合再編を含
めた医療機関の機能分化・連携を進める必要がある。

⚫ 宇都宮医療圏については、令和６年度に厚生労働省から「地域医療
構想における推進区域及びモデル推進区域」の指定を受け、地域医
療構想の実現に向けた取組を重点的に進めている（令和７年３月に
宇都宮構想区域対応方針（グランドデザイン）を策定済）。

⚫ 宇都宮以外の医療圏においても、今年度末までに区域対応方針（グ
ランドデザイン）を取りまとめる予定。

⚫ 令和22（２０４０）年頃を見据えた次期地域医療構想の策定（令和８
（２０２６）年度）に向け、地域医療構想調整会議等において、入院医
療のみならず、外来・在宅、介護との連携、人材確保等を含めた地域
医療提供体制のあり方を検討。

⚫ 精神医療についても次期地域医療構想に位置づけられる見込み。

26

⑷ 地域医療構想等を踏まえた検討

【宇都宮構想区域対応方針から抜粋】

⚫ 初期・二次救急
⚫ 主に高齢者が罹患する疾患に対する医療
⚫ 在宅復帰を目的とする医療（リハビリテーション等）、療養生活を支え
る在宅医療等

⚫ 新興感染症、結核医療、災害医療

⚫ 心大血管疾患等の緊急手術を要する医療
⚫ 高度急性期医療
⚫ 希少疾患に係る医療
⚫ 新興感染症（重症）、結核医療（合併症）

⚫ 他の構想区域（特に県北・県西区域）から流入する患者への対応も前
提とした医療提供体制を確保

⚫ 将来の医療ニーズ等を見据え、公立・公的医療機関をはじめとした医
療機関の連携強化・再編統合を図る

地域での完結・充実を目指す医療

広域・全県で対応する医療

その他

地域医療構想の推進

次期地域医療構想

宇都宮構想区域のグランドデザイン
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出典：国立社会保障・人口問題研究所「R5日本の地域別将来推計人口（推計）」と厚生労働省「R5患者調査」の受療率の積算により作成した推計値。＊脳血管疾患患者の推計を記載しているのは、リハセンターの医療センター患者の５割弱を占めるため

⑷ 地域医療構想等を踏まえた検討
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出典：宇都宮構想区域対応方針
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※R4年度のDPCデータに基づき推計
※あくまでR4年度の入院患者数を固定値として将来の人口変化率を掛け合わせてい
るため、今後も同じ年齢・性別では同じ疾患の医療需要・受療行動があることを前提

 としている
出典：令和７年度第１回宇都宮地域医療構想調整会議資料

⑷ 地域医療構想等を踏まえた検討

⚫ 将来の医療需要への対応を検討する際は、医療圏における流出
入の変化等についても考慮する必要がある。



⚫ 第４期がん対策推進基本計画に
おいて、「国及び都道府県は、が
ん医療が高度化する中で、引き
続き質の高いがん医療を提供す
るため、地域の実情に応じ、均
てん化を推進するとともに、持
続可能ながん医療の提供に向け、
拠点病院等の役割分担を踏まえ
た集約化を推進する」こととさ
れている。

⚫ 具体的には、国及び国立がん研
究センターから提供されるデー
タや院内がん登録のデータ等を
活用により、将来の医療需要か
ら都道府県内で均てん化・集約
化が望ましい医療について、２０
４０年を見据えて都道府県がん
診療連携協議会において検討
を進めることとなる。

⚫ 今後県立病院で担うべきがん医
療については、均てん化・集約
化の検討を踏まえつつ、基本構
想策定時に整理していく必要が
ある。 29

出典：厚生労働省「第19回がん診療提供体制のあり方に関する検討会」

⑷ 地域医療構想等を踏まえた検討

2040年を見据えたがん医療の均てん化と集約化の検討



⚫ 精神病床における高齢化の進展等に伴い、入院患者数の減少や
病床利用率の低下が更に見込まれるため、精神病床の適正化を
進めつつ、効率的な精神医療提供体制を確保する必要がある。

⚫ 入院患者像や疾病構造の変化が見込まれており、急性期、回復期
といった精神入院医療の機能を強化するため、精神病床の機能分
化・連携、精神科病院の構造改革及び精神医療以外の一般医療と
の連携体制の強化を進める必要がある。

⚫ 精神医療全体における疾病構造の変化等により、精神科外来患
者が増加傾向にあることを踏まえ、救急医療を含む一般医療との
連携体制の強化、外来・在宅医療提供体制の整備がこれまで以上
に重視される。

⚫ 「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念のもと、将来を見
据えた更なる地域移行に向けた取組を推進するため、精神医療と
一般医療を合わせた医療提供体制全体の議論を進めていく必要
がある。

出典：厚生労働省「第1３回新たな地域医療構想等に関する検討会」
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年度 医療機関数 患者数
人口10万対
医療機関数

人口10万対
患者数

H26 10 31 0.51 1.58

H27 7 35 0.36 1.79

H28 13 96 0.67 4.94

H29 9 73 0.47 3.77

H30 12 119 0.62 6.19

R1 7 95 0.37 4.96

R2 13 93 0.68 4.86

R3 9 128 0.47 6.74

R4 11 181 0.58 9.59

【県内の一般病床における精神科身体合併症】

出典：精神保健福祉資料 NDB集計・統合データ 附表４．１２から作成

年度 医療機関数 患者数
人口10万対
医療機関数

人口10万対
患者数

H26 15 455 0.77 23.23

H27 16 392 0.82 20.09

H28 16 468 0.82 24.06

H29 15 476 0.78 24.60

H30 17 549 0.88 28.54

R1 15 497 0.78 25.95

R2 15 555 0.78 29.01

R3 14 500 0.74 26.31

R4 17 578 0.90 30.61

【県内の精神科病床における精神科身体合併症】

出典：精神保健福祉資料 NDB集計・統合データ 附表４．１１から作成

⑷ 地域医療構想等を踏まえた検討

⚫ 県内の一般病床・精神科病床のいずれにおいても精神科
身体合併症の患者数は増加傾向にある。

精神医療の２０４０年頃を見据えた課題



⚫ 回復期リハビリテーションの病床数は、宇都宮医療圏ではあ
る程度充足してきているが、県西医療圏では不足しており、現
在のリハセンターの立地上、県西に住所を有する患者数や県
西の医療機関からの紹介件数の全体に占める割合が大きい
状況がある。

⚫ 現状では、県西医療圏で新たな回復期リハビリテーション病
棟の計画等はなく、脳血管疾患の患者数も県全体では2040
年頃まで増加していく推計であるため、当分の間は現状並み
の回復期リハビリテーションの需要が見込まれる。

⚫ 回復期リハビリテーションについては、民間病院が担うことも
可能な分野であることから、将来的には政策医療として県が
引き続き担うべきか、地域医療構想を踏まえながら検討して
いく必要がある。

31

【地域医療構想上の２０２５年必要病床数と病床機能報告の比較】

医療圏 病院名

地域医療構想 病床機能報告

不足2025年
必要病床数

2024.7

回復期 うち回復期リハ

宇都宮
医療圏

宇都宮リハビリテーション病院 96 55

NHP宇都宮病院 60 0

藤井脳神経外科 57 57

JCHOうつのみや病院 46 46

栃木県立リハビリテーションセンター 120 80

宇都宮協立診療所 19 0

宇都宮中央病院 50 0

新宇都宮リハビリテーション病院 240 240

計 1,363 688 478 ▲ 675

県西
医療圏

日光野口病院 28 28

計 358 28 28 ▲ 330

区分 回復期リハ病床数 人口 10万人あたり病床数

全国平均 ‐ ‐ 77床

本県平均 ‐ ‐ 70床

宇都宮医療圏 478床 511,220人 93.5床

県西医療圏 28床 162,539人 17.2床

【１０万人当たり病床数（令和７年３月１日時点）】

出典：回復期リハビリテーション病棟協会 全国病床数・病棟数データ

栃木県毎月人口推計月報

【リハセンターにおける紹介件数】

紹介元 R2 R3 R4 R5 R6

宇都宮圏域
の医療機関

329 250 262 247 296

県西圏域
の医療機関

98 120 111 147 155

⑷ 地域医療構想等を踏まえた検討

将来を見据えた回復期リハビリテーションの検討



項目 課題

施設の老朽化 ⚫ 病院の建物の法定耐用年数は３９年であるが、がんセンターや岡本台病院では主な病棟で３５年以上、古い建物では５０年
以上が経過し老朽化が進行

⚫ 修繕等により適宜対応しているが、診療等への影響も生じており、早急に建替等の抜本的な対応が必要な状況

高齢化に伴う
併存症患者の増加

⚫ 高齢の患者の増加等に伴い、併存症を抱える患者が増加しているが、専門病院であるため対応が難しい状況

救急医療の逼迫 ⚫ 本県における救急搬送の平均時間は全国より長い状況にあり、「現場到着から収容まで」の時間が長い状況がうかがえる
⚫ 宇都宮医療圏では特定の病院へ救急搬送が集中しており、いずれの医療機関も受入れの限界に達している

新興感染症への対応 ⚫ 法改正により、公立病院には感染症発生等に担うべき医療の提供が義務付けられ、令和６年３月に感染症法に基づく医療
措置協定を県と締結したが、専門病院であるため、平時から感染症に対応できる医師や設備を確保することは難しい状況

⚫ コロナ禍において、県立病院においても新型コロナウイルス感染症の患者受入れを行ったが、元来、感染症を想定した外
来・病棟の造りになっていないことから、多くの課題に直面

⚫ 新型コロナウイルス感染症の対応において、他県では都道府県立病院が主導して受入れや入院のトリアージ等を行ってい
た状況があったが、本県ではできずに病床や患者の受入れ先の確保に苦慮

医師の確保 ⚫ がんセンターはがん専門病院であるため、様々な症例の経験が必要な研修医や専攻医などの若手医師（特に、特定の臓
器・疾患に限定せず多角的に対応できる総合的な診療能力を有する医師）の確保・育成が困難な状況

経営環境の変化 ⚫ 入院患者数について、20年前と比較すると、がんセンターは約５割減、岡本台病院は約４割減となっている。岡本台病院
については、独法化（R4）以降増加しているが、両病院ともにコロナ禍前（R30）の水準には回復していない

災害の激甚化・頻発化 ⚫ 気候変動の影響等を受け、近年では台風、豪雨等、自然災害が激甚化・頻発化しており、災害が比較的少ないと言われてい
る本県においても、大規模災害時における迅速かつ的確な医療提供体制の確保が必要

地域医療構想を
踏まえた検討

⚫ 県立病院の再編整備に当たっては、85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、持続可能な良
質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制を確保していく必要がある

⑸ 「県立病院及び本県における医療の現状と課題」のまとめ
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（救急医療）
⚫ 高度救命救急や３次救急より、２次救急や高齢者救急への対応が必要

⚫ 身体合併の患者における精神科救急を考えることが必要。

⚫ 済生会に過大な負担がかかっているため、県立病院が救急医療を担
うことで負担軽減できるとよい。

⚫ 県立総合病院を作るのであれば、その近くに宇都宮の１次救急診療所
を作りたいと考える。

（災害医療）

⚫ 大規模な災害時の災害医療の役割を担うことは外せない。

（新興感染症への対応）

⚫ 新興感染症に対する機能を強化していただきたい。

⚫ 感染症の司令塔の部署を作って、一般病院を指導していただきたい。

（その他）

⚫ 総合診療機能、包括期機能を確保すべき。

＊包括期機能…高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期か
 らのリハビリテーション等を行い、早期の在宅復帰を
 目的とした治し支える医療を提供する機能

⚫ 済生会宇都宮病院の急性期を脱した患者を十分に受け入れ、済生会
宇都宮病院の高度医療を支えられる機能を持たせることが重要。
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（共通）

⚫ 全県的な医療体制を考えながら検討していくことが必要。

（がん医療）
⚫ 特に希少がん、婦人科がん、放射線治療の機能がなくなることは考えら
れない。

⚫ がん患者の占有率を見ると機能の存続は必要。

⚫ 都道府県がん診療連携拠点病院の機能を担うためのボリュームを確保
するためには、ある程度の総合病院的な機能を付加することが重要。

⚫ 高齢化に伴う併存症患者の増加への対応を補完していくことが重要。

⚫ がん医療は一般医療でもあると思うので、採算をとるような制度設計
が必要。

（リハビリテーション医療）

⚫ 特殊な医療を提供しているため、今の機能のままで良い。

⚫ 他のリハビリテーション病院では診ていない知的障害、発達障害、高次
脳機能障害のある方々のリハビリについて存続させるべき。

（精神科医療）

⚫ 特殊な医療を提供しているため、今の機能のままで良い。特に精神科
救急医療、医療観察法医療、依存症医療は県立病院でやっていただき
たい。

⚫ 身体合併の患者における精神科救急医療を考えることが必要。

現在の専門診療機能

⑹ 「県立病院及び本県における医療の現状と課題」に関する委員の意見

新たに求められる診療機能 「県立総合病院の設置が必要」
との方向性で概ね一致



第2 県立病院の総合病院化等の検討
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パターン ① 各県立病院を総合病院化
② 県立病院のみの統合による

総合病院化
③ 県立病院以外の病院との統合による

総合病院化

特

徴

診療機能

⚫ 付加される診療機能は限定的となる
が、一定程度の医療提供体制の強化
が可能

⚫ 全ての県立病院への診療機能の付加
は困難

⚫ 付加される診療機能は限定的となるが、
一定程度の医療提供体制の強化が可能

⚫ 統合した県立病院への診療機能の付加
が可能

⚫ 統合の相手方によっては、併存症対応、感
染症、救急・災害医療等の医療提供体制の
強化が可能

⚫ 統合した県立病院への診療機能の付加が
可能

医師確保
⚫ 各々の病院の専門分野以外の内科、
救急等の医師を新たに相当数確保す
ることは困難

⚫ 各々の病院の専門分野以外の内科、救
急等の医師を新たに相当数確保するこ
とは困難

⚫ 統合の相手方に従事している中堅医師の
確保や総合的な診療能力を有する医師の
確保が可能

医師養成
・県養成
医師の
支援

⚫ 一定程度の診療機能が付加されるが、
専門病院機能が主体であるため、総
合的な診療能力を有する医師等を育
成・支援する能力は限定的

⚫ 医師等を育成・支援する能力を一定程
度発揮できると考えられるが、総合的な
診療能力を有する医師等を育成・支援
する能力は限定的

⚫ 医師の初期臨床研修における育成や総合
病院でなければ育成できない専門人材の
研修・教育機能の付加に加え、県養成医師
の支援体制の強化が可能

経営の
効率化

⚫ 各々の病院への診療機能の増加は、
過大な負担増に繋がる

⚫ スケールメリットを活かした経営の効率
化が可能となるが、患者の需要が見込
めない診療機能の増加は、負担増に繋
がる恐れがある

⚫ 統合の相手方の経営状況や統合の条件等
によるが、スケールメリットを活かすことが
可能

整備期間

⚫ 財政負担、人的負担から同時整備は
難しい ことから、老朽化した県立２
病院（がんセンター・岡本台病院）の
整備完了までは長期化が見込まれる

⚫ 老朽化した県立２病院の同時整備が可
能

⚫ 統合先との調整に一定の時間を要するも
のの、人的資源の集中や医療経営コンサル
タントの活用等により、短縮可能

⑴ 総合病院化の進め方

総合病院化進め方の比較 「県立病院以外の病院との統合による
総合病院化」で意見が一致

35



⑵ 公的病院の状況

36

済生会宇都宮病院 ＮＨＯ宇都宮病院 ＮＨＯ栃木医療センター JCHOうつのみや病院

許可病床数 ６４４床 ３８０床 ３５０床 １９９床

医師数 看護師数 ２２８名 ６８４名 ２９名 ２２１名 ６１名 ２７５名 ２６名 １２７名

主
な
診
療
機
能

がん
地域がん診療連携拠点病院
がんゲノム医療連携病院

栃木県がん治療中核病院 栃木県がん治療中核病院

脳卒中 一次脳卒中センター 一次脳卒中センター

救急
救急告示病院
(救命救急センター・三次)

救急告示病院（二次） 救急告示病院（二次） 救急告示病院（二次）

災害
基幹災害拠点病院
ＤＭＡＴ指定病院

地域災害拠点病院
ＤＭＡＴ指定病院

地域災害拠点病院
ＤＭＡＴ指定病院

感染症 第二種感染症指定医療機関(結核) 第二種感染症指定医療機関

小児 小児専門医療機関 小児専門医療機関 小児専門医療機関

周産期 地域周産期母子医療センター

建物の築年数
東病棟：築28年
西病棟：築28年
北病棟：築28年

内視鏡センター：築47年
（旧東病棟）
外来管理治療棟
（既存部分）：築45年
（増築部分）：築31年
西病棟：築31年
北病棟：築10年

外来診療棟：築63年
手術・検査棟：築62年
管理棟：築52年
新外来診療棟：築42年
新病棟：築11年

南病棟：築37年
東病棟：築33年
北病棟：築32年

出典：栃木県「病床機能報告」、栃木県「保健医療計画」等

⚫ 県立３病院がある宇都宮医療圏内には４つの公的病院がある公的病院の現状
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※令和４年度DPCデータより作成

宇都宮構想区域対応方針においては、他の
構想区域（特に県北、県西区域）から流入す
る患者への対応も前提とした上で、必要な
医療提供体制を確保する必要があると整理
されている。

済生会宇都宮病院 NHO宇都宮病院 NHO栃木医療センター JCHOうつのみや病院

市町名 患者数 割合 市町名 患者数 割合 市町名 患者数 割合 市町名 患者数 割合

宇都宮市 9,843人 71.3％ 宇都宮市 1,807人 68.2％ 宇都宮市 4,967人 83.0％ 宇都宮市 1,735人 72.2％

日光市 725人 5.3％ 高根沢町 291人 11.0％ 日光市 403人 6.7％ 上三川町 175人 7.3％

さくら市 707人 5.1％ さくら市 115人 4.3％ さくら市 118人 2.0％ 下野市 133人 5.5％

高根沢町 505人 3.7％ 那須烏山市 93人 3.5％ 高根沢町 114人 1.9％ 鹿沼市 66人 2.7％

那須烏山市 318人 2.3％ 那珂川町 33人 1.2％ 鹿沼市 96人 1.6％ 壬生町 50人 2.1％

鹿沼市 227人 1.6％ 鹿沼市 28人 1.1％ 那須烏山市 30人 0.5％ 小山市 37人 1.5％

全市町・県外計 13,805人 全市町・県外計 2,648人 全市町・県外計 5,987人 全市町・県外計 2,402人

（参考）令和６年度県立３病院の患者の受療状況（市町別割合）

がんセンター 岡本台病院 リハビリテーションセンター

市町名 割合 市町名 割合 市町名 割合

宇都宮市 53.3％ 宇都宮市 48.0％ 宇都宮市 52.1％

鹿沼市 9.1％ 鹿沼市 4.9％ 鹿沼市 27.5％

日光市 5.1％ 栃木市 4.0％ 日光市 9.0％

栃木市 3.3％ 真岡市 3.6％ 下野市 1.7％

真岡市 2.7％ 小山市 3.6％ 小山市 1.3％

佐野市 2.6％ 高根沢町 3.3％ 栃木市 1.3％
※県医療政策課調べ

⑵ 公的病院の状況

⚫ 患者のアクセス性・他圏域患者への対応について
観
点居住地別の患者数等（宇都宮市＋上位５市町）
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（マッピングから見える大まかな
傾向）

・済生会宇都宮病院は、県内全域
を幅広くカバー

 ・NHO宇都宮病院は、特に県北
方面もカバー

 ・NHO栃木医療センターは、特
に県西方面もカバー

 ・JCHOうつのみや病院は、特に
県南方面もカバー

済生会宇都宮病院 NHO宇都宮病院 NHO栃木医療センター JCHOうつのみや病院

（参考）がんセンター （参考）リハビリテーションセンター

⑵ 公的病院の状況

NHO栃木
医療センター

リハビリテーション
センター

がんセンター

JCHO
うつのみや病院

岡本台病院

NHO
宇都宮病院

済生会
宇都宮病院

【公立・公的病院位置図】

⚫ 患者のアクセス性・他圏域患者への対応について観
点入院患者の居住地（マッピング）



（参考）がんセンター （参考）リハビリテーションセンター

疾患 患者数 疾患 患者数

新生物〈腫瘍〉 3,343人 循環器系の疾患 176人

尿路性器系の疾患 134人 損傷、中毒およびその他の
外因の影響

131人

消化器系の疾患 89人 消化器系の疾患 37人

特殊目的用ｺｰﾄﾞ 64人 神経系の疾患 20人

筋骨格系および結合組織の
疾患

43人 先天奇形、変形および
染色体異常

5人

※令和４年度DPCデータより作成
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済生会宇都宮病院 NHO宇都宮病院 NHO栃木医療センター JCHOうつのみや病院

疾患 患者数 疾患 患者数 疾患 患者数 疾患 患者数

新生物〈腫瘍〉 3,397人 消化器系の疾患 607人 損傷、中毒およびその他の
外因の影響

1,134人 消化器系の疾患 531人

循環器系の疾患 2,625人 新生物〈腫瘍〉 427人 循環器系の疾患 994人 新生物〈腫瘍〉 307人

消化器系の疾患 1,388人 筋骨格系および結合組織の
疾患

360人 消化器系の疾患 944人 呼吸器系の疾患 304人

損傷、中毒およびその他の
外因の影響

1,067人 呼吸器系の疾患 269人 新生物〈腫瘍〉 926人 循環器系の疾患 279人

妊娠、分娩および産褥 1,049人 感染症および寄生虫症 205人 特殊目的用ｺｰﾄﾞ 357人 特殊目的用ｺｰﾄﾞ 212人

⚫ 診療機能について
観
点

6,463 

2,042 

3,349 

1,139 

8,799 

1,323 

4,480 

1,837 

1,000
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4,000
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6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

済生会宇都宮 ＮＨＯ宇都宮 ＮＨＯ栃木 JCHOうつのみや

R2 R3 R4 R5

出典：栃木県「病床機能報告」

救急車の受入件数

＊一部再掲

⑵ 公的病院の状況

疾患別患者数（上位５疾患）



⑶ 経営の効率化、医師確保の検討

40

⚫ 病院事業について、地方独立行政法人を設置している１８都府県のう
ち、県立病院ごとに地方独立行政法人を設置しているのは、本県と岐
阜県のみであり、他県の多くは同一法人化（機構化）している。

他県の状況

同一法人化により見込まれる効果

県立病院間の同一法人化（機構化）による見込まれる効果等

経費の節減
⚫ 高額医療機器、電子カルテシステム等導入経費の削減、

 医療材料の共同購入による経費節減、人件費等の節減

事務の
効率化

⚫ 各種事務手続きの一本化による事務量の低減
（例）各種委託契約、各種支払、給与の支給・改定事務、人事管理、
決算作業、中期計画策定、法人評価委員会等各種会議等

診療機能
の充実

⚫ 各病院間における患者紹介、医師や職員の融通等によ
る連携強化

人材の確保
・育成

⚫ 病院間の人事異動による組織の活性化、人材の効果的
な育成・登用

その他
⚫ 機構内の病院間での資金融通による資金枯渇のリスク
軽減

⚫ 医療機能の連携強化・経営の効率化が見込める。

⚫ 県立病院の再整備に当たって、どのように医師を確保・養成していく
のか、今後検討を進めて行く必要がある。

必要な取り組み

⚫ 県において引き続き医師確保・養成の取組を行うとともに、今後を
見据えると、県立病院自体が魅力ある病院となり、必要な医師の確
保・養成ができるよう、他県の事例等を踏まえて、以下のような取組
を検討する必要がある。

⚫ 幅広く経験が積め、将来のキャリア形成が図れる病
院機能の確保（研修教育環境等の充実）

⚫ 地域医療支援センター機能の確保（県養成医師に対
する支援の充実）

⚫ 県立病院においても、経営環境の悪化や将来の医療需要等を見据え、
さらなる経営強化に取り組む必要がある。

⚫ 総合病院化の進め方により、医師確保の実現可能性や医師養成にお
いて果たせる役割は大きく異なる。

⚫ 医師確保においては大学病院に医師派遣の協力をいただいている
が、医師の働き方改革の影響などの大学病院自体の医師不足の状
況を踏まえると、県立病院の総合病院化に際して、新たに相当数の
医師派遣をお願いするのは難しい状況にある。

医師確保の考え方

経営の効率化 医師確保



⚫ 同一の法人化は、経営の面、お互いの病院が連携していく点でも重要。

⚫ 人口動態と医療の需要を踏まえて新病院を考えていただきたい。

⚫ 医療機能が重複しない、資源の有効活用、適正規模の経済効率が重要。

⚫ 総花的に総合診療機能を付加するのではなく絞ることが重要。

⚫ がん医療は一般医療でもあるので、採算に乗せる制度設計は必要。

⚫ 医師や看護師の確保を考えると、宇都宮市内の既存の公的病院であ
る総合病院を中心とした新たな県立総合病院を整備するというのが
最も現実的。

⚫ 各県立病院を総合病院化、県立病院のみの統合による総合病院化は
現実的ではない。

⚫ 教育の観点からも総合診療的な機能を備えている病院を相手方とし
て選ぶとよい。

⚫ 済生会の高度医療を支え、総合病院的な機能を持たせられることが
重要であることから、統合の相手方としては、NHO栃木医療センター
との統合が一番現実的であると考える。

⚫ 地理的な部分も非常に重要なので、NHO栃木医療センター、リハセン
ター、がんセンターを集約することは良いのではないかと考える。

⚫ 新たな県立総合病院の隣接したところに独立した精神科の病院を作
ることが、岡本台病院の機能を維持するためには重要。

⚫ 全県的な医療体制を考えながら検討していくことが必要。 41

⚫ 現在の専門医療の提供体制のバランスを考えないといけない。

⚫ 精神科病院は県立総合病院と隣接したところに設置することが必須。

⚫ 現在の医療提供体制を考えると宇都宮市内での整備が現実的であり、
既存の病院の医療圏を侵害しない場所を考える必要がある。

⚫ 最も各既存の病院の医療圏、医療機能を侵害しない場所としては、リ
ハビリテーションセンターがある健康の森になると考える。

⚫ ＮＨＯ栃木医療センターの辺りへ移転・統合し、２次救急の拠点として
運営していければよいと考える。

整備場所

⑷ 「県立病院の総合病院化等の検討」に関する委員の意見

⚫ 人口動態に合わせたあり方を考えるとよい。

⚫ 病床数は減るがそれぞれ必要な機能を担える病院がよい。

⚫ 適正規模での経済性の効率が重要。

⚫ 将来的な人口構成の変化、疾病構造の変化などを見据えて、規模を縮
小していくような可能性を検討しなければいけないかもしれないが、
現時点においては今の状況を確保していただかないと困る。

病床規模

地域医療構想の推進

経営の効率化

⚫ 県外から多くの医師を誘致できるような魅力を備えて、医療スタッフ
を確保していくことが重要。

⚫ 医師や看護師の確保を考えると、宇都宮市内の既存の公的病院であ
る総合病院を中心とした新たな県立総合病院を整備するというのが
最も現実的ではないか。

人材確保

「ＮＨＯ栃木医療センター」との
統合を推す声が多数



「ＮＨＯ栃木医療センターと県立病院との統合に向けた協議開始」へ

⚫ 岡本台病院は、医療観察法医療があるため、独立した病院として継続
するしかない。

⚫ リハセンターは、建物が新しいので、現時点では場所を移動しての統
合には向かない。

⚫ 県立病院同士で再編する場合、リハセンターの隣りに新病院を作り、
がんセンターを含めて統合するのは一つの方法である。

⚫ 公的病院を含めて再編を検討するのであれば、個人的には、NHO栃
木医療センターが候補と考えている。

⚫ がんセンターの建物は老朽化しているため結論を急ぐ必要があり、が
んセンターと栃木医療センターを今後の医療にあった形に再編、統合
するのが現実的と考えている。

⚫ 県立病院の再整備に関しては、がんセンター、リハビリテーション、精
神科医療に加えて、県として、しっかり政策医療ができる体制にして
いただくのが良いかと思う。そうした意味で、県立病院の総合病院化
に賛成する。

⚫ 総合病院化の進め方については、それなりに人員が確保できるという
ところで、有識者会議で提案された内容で異存はない。

⚫ 当院は、宇都宮南部の地域医療、特に二次救急、高齢者救急、小児救
急を担いながら、今後も地域に貢献することができればと考えている
ことから、新たに整備される病院が、本院を含めて他の病院の医療圏
と重ならないようにお願いしたい。

⚫ 今回の県立病院のあり方に関して、方向性としては、宇都宮地域であ
る程度目的を絞った病院を構想しているとのことであるので、そうし
た病院ができれば、十分に地域で連携して、当院も協力してやらせて
いただきたい。

⚫ 県立病院の再整備の過程の中では、今後の話し合いにおいて、ある程
度の役割分担をしつつということにはなると思うが、引き続き、当院
に求められるニーズに応えたいと思うし、お互いに連携してやってい
きたい。

済生会宇都宮病院

⑸ 「県立病院の再整備」に関する公的病院長の御意見

JCHOうつのみや病院

ＮＨＯ宇都宮病院

令和7年度第2回宇都宮地域医療構想調整会議(R7.12.23開催)

⚫ 県立病院との統合協議に入れるかどうかは、県・国立病院機構本部・
当院と話しをした上で決定していきたい。

⚫ 県立病院のための統合ではなく、県民のためになる統合ができるか
どうかを検討したい。

⚫ 新病院に必要なものは盛り込み、必要でないものは省いていかなけ
ればならない。

⚫ 当院は約 600 人の職員を抱えている。職員が不利益を被らない形
に整えられるかどうかを考慮し、返事を考えていきたい。

ＮＨＯ栃木医療センター
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第３ 県立病院の今後のあり方・目指すべき方向性
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⚫ 第１回会議、第２回会議における議論について、以下のとおり整理した。

⚫ 併存症患者への対応は、専門病院のため
難しい

高齢化に伴う併存症患者の増加

⚫ 救急搬送の平均時間が全国より長い
⚫ 宇都宮医療圏では特定の病院へ救急搬
送が集中

救急医療の逼迫

⚫ 専門病院のため、平時からの医師や設備
の確保は難しい

⚫ 感染症を想定した外来・病棟の造りに
なっていない

⚫ 感染症対応では、他県のような主導的な
対応は困難

新興感染症への対応

⚫ 災害が比較的少ないと言われる本県に
おいても、大規模災害時における迅速か
つ的確な医療提供体制の確保が必要

災害の激甚化・頻発化

診療機能 ⚫ 現在の県立病院の専門的な診療機能（がん医療、リハビリテーション医療、精神科医療）については、今
後も一定程度の役割が求められる

⚫ 現在担っている専門診療機能に加え、救急医療や災害医療、新興感染症や併存症患者への対応等を踏
まえ、複数の診療科を持つ「県立病院の総合病院化」が必要

項目 県立病院に求められること

がん • 希少がん、婦人科がん、放射線治療の機能

リハビリ • 他の病院では診ていない知的障害や発達障害に対する発達外来、高次脳機能
• 障害のある方々へのリハビリテーション

精神 • 精神科救急医療、医療観察法医療、依存症医療

項目 県立病院に求められること

救急医療 • ２次救急、高齢者救急への対応、精神科救急医療における身体合併症への
対応

災害医療 • 災害時の医療提供、医療支援活動が行える体制の確保

新興感染症 • 新興感染症に対応できる体制の確保

その他 • 高齢者医療、併存症患者への対応、生活習慣病への対応
• 総合診療機能、包括期機能(※)を確保すべき
（※）高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリテーション等を行

い、早期の在宅復帰を目的とした治し支える医療を提供する機能

• 不採算な医療である小児、周産期における役割
• 済生会宇都宮病院の負担軽減における役割（急性期を脱した患者への対応

等）
• 身体科と精神科の連携体制の確保

再
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⑴ 有識者会議における議論のまとめ

県立病院、県立病院を取り巻く現状と課題 有識者会議における委員の意見



⚫ 病院の建物の法定耐用年数である39
年を超過

⚫ 適宜対応するも、診療等への影響が生
じている

施設の老朽化

⚫ 専門病院であるため、様々な症例の経
験が必要な研修医などの若手医師の確
保・育成が困難

医師確保

⚫ 入院患者数について、20年前と比較す
ると、がんセンターは約５割減、岡本台
病院は約４割減。また、両病院ともにコ
ロナ禍前（R30）の水準には回復してい
ない

経営環境の変化

⚫ 85歳以上の増加や人口減少がさらに進
む2040年とその先を見据えた、持続可
能な医療提供体制の整備が必要

地域医療構想を踏まえた検討

地
域
医
療
構
想

共通
• 全県的な医療体制を考えながら検討していくことが必要
• 老朽化により、実際に影響が生じていることから、速やかに新病院の整備を進めるべきである

整備場所

• 現在の専門医療の提供体制のバランスを考えないといけない
• 民間病院の医療圏を侵害しない位置に設置する
• 新たな県立総合病院の隣接したところに独立した精神科の病院を作ることが、岡本台病院の機能を維
持するためには重要

• 現在の医療提供体制を考えると宇都宮市内での整備が現実的であり、既存の病院の医療圏を侵害し
ない場所を考える必要がある

• 新病院の整備に当たって、現在の診療機能を休止することがないような場所を検討する必要がある

病床規模
• 人口動態に合わせたあり方を考えるとよい
• 病床数は減るがそれぞれ必要な機能を担える病院が良い

総合病院化
の進め方

• 付加する総合診療機能をどのように確保するのかが大切、宇都宮市内の公的病院との統合再編を考
えることも方法論としては考えられる

• 「県立病院以外の病院との統合による総合病院化」が現実的である
• 「各県立病院を総合病院化」、「県立病院のみの統合による総合病院化」は現実的ではない

統合の
相手方

• 整備場所や診療機能（高齢者医療・高齢者救急）の面から、ＮＨＯ栃木医療センターとの統合が現実的
である

• ＮＨＯ宇都宮病院は、結核などの政策医療を担っているので、残すメリットが大きい
• 宇都宮の南地区から病院が無くなると、医療過疎となる可能性があるので、ＪＣＨＯうつのみや病院は
今の場所で存続させる必要がある

経営の効率化

• 同一の法人化は、経営の面、お互いの病院が連携していく点でも重要
• 人口動態と医療の需要を将来構想の中で考えていただきたい
• 資源の有効活用、医療機能が重複しない形、適正規模での経済性の効率が重要
• 総花的に総合診療機能を付加するのではなく絞って付加することが重要
• がん医療は一般医療でもあるので、採算をとるような制度設計は必要

医師確保 • 県外から多くの医師を誘致できるような魅力を備えて、医療スタッフを確保していくことが重要再
整
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県立病院、県立病院を取り巻く現状と課題 有識者会議における委員の意見

⑴ 有識者会議における議論のまとめ

45



⑵ 県立病院の今後のあり方・目指すべき方向性（提言）

46

⚫ 第１回会議、第２回会議における議論等を踏まえ、以下のとおり、提言を整理した。

⚫ この提言は、県により設置された「県立病院あり方検討有識者会議」において、県内の医療関係の有識者が、県立病院
の今後のあり方や目指すべき方向性について、実現可能性や地域医療の現状を踏まえて検討を行い、現時点において効
果的と思われる形をまとめたものである。

⚫ 県立病院である、がんセンター、リハビリテーションセンター及び岡本台病院は、これまで、時代の変化にも呼応しなが
ら、地方独立行政法人化を図るなど、今日に至るまで、がん、障害、リハビリテーション及び精神の各専門領域において、
県民のための医療の確保に重要な役割を果たしてきた。

⚫ 近年、県立病院を取り巻く環境は、高齢化の進展に伴う併存症のある患者の増加、救急医療の逼迫、コロナ禍の経験を
踏まえた感染症への対応、激甚化・頻発化する災害への対応など、医療需要や医療ニーズが大きく変化してきている。

⚫ 一方、県立病院は、少子化等に伴う人材不足、物価や人件費の高騰などにより厳しい経営状況にある。そのような中、
がんセンター及び岡本台病院は、病院施設・設備の老朽化の進行に伴い診療機能や療養環境への影響も生じるなど多く
の課題を抱え、早急な再編整備が必要な状況にある。

⚫ 本有識者会議では、こうした状況を踏まえ、地域医療構想の実現を目指し、県立病院のあり方・目指すべき方向性とし
て、以下のとおり整理した。

⚫ 県においては、県立病院の再編整備に当たり、本提言を踏まえつつ、利用者たる県民のニーズ等も十分に把握しながら
今後さらなる検討を進め、将来の人口動態や医療需要を見据えた上で、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる持続
可能な県立病院の再整備方針について、県民の理解も得ながら決定・実行していくことを期待する。

前文



⑵ 県立病院の今後のあり方・目指すべき方向性（提言）

• 現在の県立病院が有する専門的な診療機能（がん医療、リハビリテー
ション医療、精神科医療）については、今後も地域からの求めに応じた
一定程度の役割を担うこと。

• 高齢化に伴う併存症患者の増加及び県の政策医療における重要課題
（救急医療、災害医療、新興感染症対応等）へ対応するためには、「県立
病院の総合病院化 」が必要であること。

⑴ 診療機能

•

• 現在の県立病院の立地場所、他の医療機関との地域バランス及び整備
期間中における診療機能の継続性を考慮しながら、地域医療構想を踏
まえた上で、今後の検討を進めていくこと。

⑵ 整備場所

• 現在の許可病床数より削減することを基本として、将来を見据えた医
療需要等を含め、地域医療構想を踏まえた上で、今後の検討を進めて
いくこと。

⑶ 病床規模

• 労働力人口の減少や医療従事者の働き方の変化に伴い、よりいっそう
医療従事者の確保が難しくなることが見込まれることから、幅広く経
験を積み、将来のキャリア形成を図ることができる研修教育環境を整
えるなど、魅力を備えた病院の整備が必要であること。

⑷ 人材確保

• 県立病院の総合病院化の進め方は、人材確保等の観点から「県立病院
以外の病院との統合による総合病院化」が望ましいこと。

• 宇都宮医療圏の３次救急の医療機関等を支え、２次救急や高齢者救急
の機能等の総合診療機能を備えていること、また、県の政策医療にお
ける重要課題（救急医療、災害医療、新興感染症対応等）の解決、加え
て、現在の県立病院の立地場所や他の医療機関との地域バランスを
考慮すると「国立病院機構栃木医療センター」との統合が望ましいこ
と。

• がんセンター及び岡本台病院においては、病院施設の老朽化の進行
により、診療機能への影響も生じていることから、関係機関等と早期
に協議を進めるなどし、地域医療構想を踏まえながら、必要な医療提
供体制の確保に向けて、可及的速やかに県立病院の再編整備を推進
していくこと。

• 「県立病院」の再編整備であることから、宇都宮医療圏だけではなく、
県全域の県民が安心して暮らせる医療提供体制の充実・強化に資す
るものとすること。

⑸ 地域医療構想の推進

• 経営の効率化、医療機能の強化及び持続可能な医療提供体制を確保
するため、県立病院の３法人（及び統合する場合は統合先の病院を含
めて）全てについて、同一法人化（機構化）を図ることが望ましいこと。

⑹ 経営の効率化

47

＊大学病院のような全ての領域において専門的な診療科を備えた総合病院ではなく、多疾患併
 存を有する高齢者に対し、救急医療を含め適切な総合医療を提供できる診療機能等を備えた
病院を指す。

＊



⑵ 県立病院の今後のあり方・目指すべき方向性の姿

経営統合

新地方独立行政法人 県立病院機構（仮称）

再
編
統
合
の
イ
メ
ー
ジ
図

県民から信頼される病院として、将来に渡って良質な医療を効率
的に提供し、県民が安心して暮らせるとちぎづくりに貢献する

5.経営が安定し、将来にわたって持続可能な病院

・現在、病院ごとに設立している３つの地方独立行政法人を統合する
ことで、 経費の節減や事務の効率化等を図り経営を効率化
・将来の医療需要を見据え、現在の許可病床数より病床数を削減

1.高齢社会（高齢者救急・医療）に対応した病院

2.災害や新興感染症の発生時に、率先して対応できる病院

3.現在の各病院の特性や専門性を活かした病院

4.医療従事者が集まる魅力ある病院

・研修教育環境及び県養成医師への支援を充実

・高齢者の増加に伴う併存症や救急等の医療ニーズへ対応

・がん医療、リハビリテーション医療及び精神科医療の各専門領域を
活かし、総合診療機能を備えた医療を提供

・災害や新興感染症の発生時における医療を確保、提供

※有識者会議の議論・提言に基づき作成したも
 のであり、今後、基本構想策定等の中で、整備
 方針を固めていく必要あり

県立病院が目指すべき方向性

県立がんセンター
（２９１床）

県立岡本台病院
（２２１床）

県立リハセンター
（１５３床）

ＮＨＯ栃木医療センター
（３５０床）

県立総合病院

県立岡本台病院

連携
強化

〔連携強化の内容〕
 患者の紹介・逆紹介
 職員派遣・育成
 高度機器共同利用

県立リハセンター

※統合する県立病院については基本構想策定の
 中で検討

総
合
病
院
の

隣
接
へ
整
備

新病院
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県立病院ではこれまで、がん、障害、リハビリテーション及び精神の各分野におきまして専門的な医療を提供し、県民のための

医療の確保にあたり、重要な役割を果たしていただいております。

しかし、一方で、コロナ禍を経るとともに、救急医療のひっ迫や高齢化に伴う併存症患者の増加、医療人材の不足といった諸

課題に直面する中で、県立病院が果たすべき役割は現在のままでよいのか、とも感じているところです。

今後、本県の地域医療提供体制を持続可能なものとしていくためには、地域医療構想を踏まえながら、課題の解決に向けて、

県立病院のあり方を検討していく必要があります。

当有識者会議では、こうした考え方に立ち、県内の医療関係者から様々な御意見をいただき、実現可能で効率的な県立病院

のあり方について検討を重ね、その成果を報告書にとりまとめました。

県民の皆さんや医療関係者のニーズに合った、そして、地域医療において十分に役割を果たすことのできる県立病院が、今ま

さに求められております。

これから数年間の検討や調整が非常に重要なものとなると思いますが、理想の県立病院像を描いていくためには、県が中心

となり、医療関係者や県民の皆さんの声に丁寧に耳を傾けながら、慎重に取組を進めていくことが不可欠です。

この報告書では、県立病院の今後のあり方・目指すべき方向性について、医療関係者としての考えを提言としてまとめました

ので、県におかれては、十分に汲み取った上で、今後さらなる検討を進めていただきたいと考えております。

結びに、この報告書が、県民の皆さんに歓迎される県立病院整備の一助となり、栃木県の未来を支える一歩となることを、心よ

り願っています。

県立病院あり方検討有識者会議

委員長 小沼 一郎

おわりに
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